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（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第７期（2020年７月１日から2021年６月30日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第７期（2020年７月１日から2021年６月30日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案
第３号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
監査等委員である取締役４名選任の件

第７回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第７回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
のでご案内申しあげます。
　株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
インターネット又は書面により事前に議決権を行使していただき、株主様の健康
状態に関わらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあ
げます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従っ
て、2021年９月28日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださ
いますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますよう、お願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
https://www.koashoji-hd.com/）に掲載させていただきます。
　当社は株主総会において、ご来場いただくことができない株主様との公平性を
勘案し、お土産の配布を行っておりません。
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【お知らせ】
第７回定時株主総会における

新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について

　新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた株主総会における当社の対応につ
いて、下記のとおりご案内いたしますとともに、株主の皆様のご理解とご協力を
お願い申しあげます。

（１）株主様へのお願い
　・今回の株主総会につきましては、株主様の健康と安全を第一に考え、接触感
染リスク低減のため座席間隔を拡げることから、ご用意できる席数が限られ
ております。
当日ご来場いただきましても、ご入場いただけない可能性がございます。健
康状態に関わらず、可能な限り株主総会へのご来場をお控えいただきますよ
うお願いいたします。

　・特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方は、ご来場をお控
えいただくことをお勧めいたします。

　・議決権の行使につきましては、インターネット又は書面による議決権行使が
可能ですので、ご利用をご検討くださいますようお願いいたします。

（２）ご来場される株主様へのお願い
　・会場入り口にて非接触型体温計で体温を確認させていただきます。体調不良
と見受けられる方には、ご入場をお控えいただく場合がございますので、あ
らかじめご了承ください。

　・ご来場される株主様におかれましては、マスクの着用や、アルコール消毒液
の使用等、感染防止のための措置にご協力ください。

（３）当社の対応について
　・当社役員及び運営スタッフは、原則マスク着用で応対させていただきます。
　・受付や会場内各所にアルコール消毒液を設置いたします。
　・株主総会の議事は、例年より短縮して行う予定です。
　・密集とならないよう、会場内の座席は間隔を空けて配置するため、座席数が
例年より少なくなっております。あらかじめご了承ください。

　・今後の状況により、株主総会の運営方法について変更等がある場合には、当
社ウェブサイト（https://www.koashoji-hd.com/）にてご案内いたしま
すので、ご確認くださいますようお願いいたします。
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インターネットで議決権を行使される場合

パソコン、スマートフォン又は携帯電話から議決権行使サイト（https://
evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ロ
グインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否
をご入力ください。

行使期限
　

2021年９月28日（火曜日）午後５時30分入力完了分まで

書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

行使期限
　

2021年９月28日（火曜日）午後５時30分到着分まで

株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時
　

2021年９月29日（水曜日）午前10時
（受付開始：午前９時30分）

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

※ 書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インター
ネット等による議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。

※ インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された
内容を有効とさせていただきます。
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議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/
　

❶ 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

❸ 新しいパスワードを登録する。

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

❷   議決権行使書用紙に記載された「ログインID・
仮パスワード」を入力しクリックしてください。

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
フリーダイヤル 0120-173-027（９：00～21：00、通話料無料）

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※ 午前２時から午前５時までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただく
ことができません。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決
権行使サイトが利用できない場合があります。

※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等
は株主様のご負担となります。

　

インターネット等による議決権行使について
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( 2020年 ７月 １日から
2021年 ６月30日まで )

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルスの世界的な
蔓延や緊急事態宣言発令に伴う影響により、依然として国内外の経済活動
の停滞が続いており、総じて厳しい状況となっております。
　後発医薬品業界におきましては、2025年には５人に１人が75歳以上に
なるという「2025年問題」を控え、「経済財政運営と改革の基本方針
2019～『令和』新時代：『Society 5.0』への挑戦～」（骨太方針
2019）において、「後発医薬品の使用促進について、安定供給や品質の
更なる信頼性確保を図りつつ、2020年９月までの後発医薬品使用割合
80％の実現に向け、インセンティブ強化も含めて引き続き取り組む。」
と明記されておりましたが、2020年９月の薬価調査における実績は
78.3％となり、80％の目標にわずかに届かない結果となりました。そこ
で厚生労働省は2021年４月27日に開かれた、経済財政諮問会議の経済・
財政一体改革推進委員会「社会保障ワーキング・グループ」において、後
発医薬品の浸透には都道府県による格差があることから、後発医薬品の使
用割合に関する新たな目標として「2023年度末までに後発医薬品の数量
シェアを全ての都道府県で80％以上」とすると示しております。その一
方で、2021年度から薬価改定が毎年度行われることとなっており、厳し
さも予想されております。
　このような事業環境の中で、当社グループは、事業理念“New 
Business Model Innovation”に基づき、ジェネリック医薬品原薬の輸入
商社と、注射剤中心の医療用医薬品の製造販売機能を併せもつビジネスモ
デルで、高品質で安価な原薬を日本市場に安定的に供給するとともに、自
社開発品の製造・販売や大手医薬品メーカーからの製造受託を通じて、医
薬品業界における多様なニーズに対応しております。また、昨今後発医薬
品業界で品質面に関わる重大な問題が相次いで発生しております。当社グ
ループとしては、医薬品製造従事者として引き続きGMPを遵守し、品質
管理や製造管理をより一層徹底してまいります。
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事 業 区 分

第 ６ 期
（2020年６月期）
（前連結会計年度）

第 ７ 期
（2021年６月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

原 薬 販 売 事 業 10,316百万円 64.3％ 10,794百万円 60.6％ 477百万円 4.6％

医薬品製造販売事業 5,717 35.7 7,021 39.4 1,303 22.8

合 計 16,034 100.0 17,816 100.0 1,781 11.1

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高17,816百万円（前期比
11.1％増）、営業利益3,377百万円（前期比45.0％増）、経常利益
3,404百万円（前期比43.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益
2,136百万円（前期比22.4％増）となりました。

　事業別の状況は次のとおりであります。
原薬販売事業
　原薬販売事業におきましては、呼吸器官用薬や抗生物質製剤向け原薬の
販売の減少があったものの、循環器官用薬や中枢神経系用薬向け原薬の販
売の増加等により、当連結会計年度の売上高は12,504百万円（前期比
8.9％増）となりました。また、新型コロナウイルス感染症に起因する営
業活動自粛により販売費及び一般管理費が減少したことで、セグメント利
益は2,241百万円（前期比17.4％増）となりました。なお、売上高には、
セグメント間の内部売上高1,709百万円が含まれており、当該内部売上を
控除した外部顧客への売上高は10,794百万円となっております。

医薬品製造販売事業
　医薬品製造販売事業におきましては、受託製造が年間を通じて好調に推
移したことにより、売上高は7,021百万円（前期比22.8％増）、セグメン
ト利益は1,199百万円（前期比165.0％増）となりました。

事業別売上高
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② 設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の
総額は335百万円で、その主なものは次のとおりであります。
　医薬品製造販売事業　コーアイセイ株式会社　本社工場　生産能力向上
を目的とした設備投資

③ 資金調達の状況
該当事項はありません。

④ 新型コロナウイルス感染拡大による当社グループへの影響について
原薬販売事業
　原薬販売事業におきましては、世界10ヶ国以上90社以上の原薬製造業
者より輸入仕入を行っております。物流面での遅延、納期未確定を予想し
て対応しておりますが、現在まで欠品等は発生しておりません。
　当社グループといたしましては、医薬品製造販売業者が必要とする原薬
を必要な時期に納入できるよう努めております。

医薬品製造販売事業
　医薬品製造販売事業におきましては、サプライヤー及び原薬販売業者か
らの情報収集に引き続き努めております。また、製造現場におきまして
は、行政からの要請を受け入れ労務面に配慮しつつ衛生管理を実施してお
り、生産活動に影響がないように取り組んでおります。

　以上のことから、現時点では新型コロナウイルス感染症拡大による当社
グループの事業活動における影響は軽微なものであり、輸入が滞るリスク
や為替相場が変動し原料の仕入価格が急激に変動するリスク等があるもの
の、現在の在庫状況から業績に対する影響も軽微なものと認識しておりま
す。また、手元資金・借入による必要資金は確保されており、不測の事態
に対する調達に懸念はないと考えております。

－ 7 －



区 分 第 ４ 期
(2018年６月期)

第 ５ 期
(2019年６月期)

第 ６ 期
(2020年６月期)

第 ７ 期
(当連結会計年度)
(2021年６月期)

売 上 高(百万円) 14,825 15,206 16,034 17,816

経 常 利 益(百万円) 1,273 1,276 2,367 3,404

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益(百万円) 734 653 1,745 2,136

１株当たり当期純利益 (円) 19.59 16.50 44.05 53.94

総 資 産(百万円) 21,589 22,088 22,902 24,804

純 資 産(百万円) 12,986 13,409 14,915 16,703

１株当たり純資産 (円) 327.77 338.45 376.48 421.61

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. 2018年１月７日付で普通株式１株につき５株の割合で、同年11月６日付で普
通株式１株につき３株の割合で、2020年11月６日付で普通株式１株につき２
株の割合で、2021年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもってそれ
ぞれ株式分割を行っております。第４期（2018年６月期）の期首に当該株式分
割が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算
定しております。

２. 当社グループは、第４期から会社法第444条に定める連結計算書類を作成して
おります。

３. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018
年２月16日）等を第５期の期首から適用しており、第４期については、当該会
計基準等を遡って適用した後の数値を記載しております。
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区 分 第 ４ 期
(2018年６月期)

第 ５ 期
(2019年６月期)

第 ６ 期
(2020年６月期)

第 ７ 期
(当事業年度)

(2021年６月期)
営 業 収 益(百万円) 556 2,067 627 637
経 常 利 益(百万円) 120 1,583 141 78
当 期 純 利 益(百万円) 114 1,503 159 76
１株当たり当期純利益 (円) 3.06 37.94 4.04 1.93
総 資 産(百万円) 10,976 11,922 12,085 12,138
純 資 産(百万円) 9,624 10,895 10,818 10,557
１株当たり純資産 (円) 242.92 275.02 273.06 266.48

② 当社の財産及び損益の状況

（注）2018年１月７日付で普通株式１株につき５株の割合で、同年11月６日付で普通株
式１株につき３株の割合で、2020年11月６日付で普通株式１株につき２株の割合
で、2021年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもってそれぞれ株式分割
を行っております。第４期（2018年６月期）の期首に当該株式分割が行われたもの
と仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容
コ ー ア 商 事 株 式 会 社 20百万円 100.0％ 原薬販売事業
コ ー ア イ セ イ 株 式 会 社 480 100.0 医薬品製造販売事業
コ ー ア バ イ オ テ ッ ク ベ イ 株 式 会 社 10 100.0 医薬品製造販売事業
コ ー ア 製 薬 株 式 会 社 27 100.0 医薬品製造販売事業

特定完全子会社の名称 コーア商事株式会社
特定完全子会社の住所 神奈川県横浜市港北区日吉七丁目13番15号
当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額 6,295百万円
当社の総資産額 12,138百万円

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注） 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。
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⑷ 対処すべき課題
　当社グループの属する後発医薬品業界におきましては、2025年には５人
に１人が75歳以上になるという「2025年問題」を控えており、政府目標で
ある「後発医薬品の数量ベースでの使用割合80％」の実現に向けた各種ジ
ェネリック医薬品使用促進策が講じられ、目標の80％に迫っているもの
の、金額ベースでの使用割合とは乖離が大きく、後発医薬品の使用割合に関
する新たな目標として「2023年度末までに後発医薬品の数量シェアを全て
の都道府県で80％以上」とすると示し、一層の使用促進策の検討が行われ
ております。
　また、製造部門のアウトソーシングとして活用される傾向にあった医薬品
の製造受託市場においては、長期収載品等先発医薬品企業からの製造受託の
更なる拡大が予測されます。
　さらに、2023年３月期までに、大型新薬が特許切れを迎えることによ
り、国内の後発医薬品市場はさらに拡大・成長する見込みがあります。
　しかしながら、政府により決定された薬価制度の抜本改革によって、最初
のジェネリック医薬品収載から12年経過後のジェネリック医薬品の原則１
価格帯化や、薬価改定が毎年実施されることとなり、後発医薬品業界におい
ては一層の収益力強化が求められる状況となっております。
　また、昨年には健康被害や製品回収など品質問題が顕在化し、後発医薬品
業界全体において品質体制の見直しを含めた信頼回復に努めている状況であ
ります。
　このような状況を踏まえ、当社グループでは国民の健康を守る医薬品業界
の一翼を担っている立場の者として、今後も高品質な医薬品の安定供給に努
めつつ継続的な成長の実現及び収益力強化のため、以下の課題に重点的に取
り組んでまいります。

①　安心・安全・安価なジェネリック原薬を提供可能とする海外サプライヤ
ーの拡充、連携強化
　当社グループでは、現在、世界10ヵ国以上において90社以上の海外サプ
ライヤーとのネットワークを形成し、高品質且つコスト競争力の高い原薬を
取り揃え安定供給を実現しております。今後も新型コロナウイルスによる供
給ルートへの影響を最小限に留めるよう、リモートによる監査にも積極的に
取り組んでまいります。また、薬価改定の影響等を踏まえ医薬品製造販売業
者の多様なニーズに応えていくため、引き続き海外サプライヤーの新規開拓
に加え、コーア商事株式会社が所有するSIセンターにて高品質な原薬が得ら
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れる新規精製法、低コストで合成できる製造法等の開発に注力し、それを海
外サプライヤーに技術導出することで、より連携を深め、安心・安全・安価
なジェネリック原薬の提供に努めてまいります。

②　医薬分析センターの充実
　当社グループでは、輸入医薬品原料専用の試験に特化した医薬分析センタ
ーを所有し、先端分析機器や異物混入防止のための専用サンプリング室も完
備しており、抗がん剤等の高活性物質をはじめ各種品質試験、原薬の試験法
及び規格の設定、検証（分析バリデーション）を行い、医薬品製造販売業者
の新たな医薬品の製造販売承認取得に向けて幅広い支援を行うことで、商社
機能以上の付加価値を提供しております。しかしながら、競合他社も当社グ
ループと同等の設備投資、専門人材を配置することで、当社グループの競争
力が一時的に低下する可能性も想定されます。これに対処すべく、引き続き
当社グループ内のリソースを重点的に投下し、医薬分析機能の高度化、新規
設備の導入等を実施し、原薬輸入商社ビジネスの業績拡大に努めてまいりま
す。

③　高薬理活性注射剤の製造受託
　当社グループでは、注射剤製造における全ての剤形(バイアル、アンプ
ル、シリンジ)に対応し、高い技術を要する凍結乾燥製剤の取扱いも行って
おります。また、高薬理活性領域における注射剤製造に注力すべく、2016
年５月に高薬理活性注射剤の少量多品種製造を可能とする蔵王工場を新設し
ております。2017年12月より「維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症」
を効能・効果とする『マキサカルシトール静注透析用シリンジ』の製造受託
を開始しております。
　今後は競合他社による高薬理活性領域における受託ビジネスの拡大、また
他業態からの新規参入等により、受託ビジネスの経営環境が厳しくなること
も予想されます。これに対処すべく当社グループでは、コーアイセイ株式会
社の研究開発部署が中心となり、コーア商事株式会社の原薬調達及び分析機
能を活用した効率的な研究開発体制を構築しております。かかる体制のも
と、コーアイセイ株式会社蔵王工場ではシリンジラインに続き、2019年６
月にバイアルラインの引渡しが完了し、同工場の強みである少量多品種製造
の機能を活用し、多種多様且つ広範な受託製造の需要に応え、安定供給を果
たしていくとともに、安定的な受託獲得に努めてまいります。
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④　人材の採用及び育成
　当社グループは、原薬販売事業及び医薬品製造販売事業を展開しておりま
すが、医薬品の分析、研究開発、製造等の各方面において優秀且つ専門的な
人材が必要不可欠と考えております。上述のとおり、今後は高薬理活性注射
剤の製造受託ビジネスを推進していくうえでは、取扱いに高度なノウハウを
要する高薬理活性注射剤に係る知見若しくは製造経験を備えた人材の育成及
び採用が重要であり、事業拡大にあわせた人員計画の策定、性別を意識しな
い採用、人材教育に取り組んでおります。
　また、会議の効率化の推進等を通じ、就業時間管理をさらに徹底し、残業
時間の削減にも努めております。
　これらのことにより、ワークライフバランスを高めつつ、従業員の成長を
促すことでイノベーションの創出に繋げ、当社グループの持続的な発展と企
業価値向上の実現を進めてまいります。

⑤　コンプライアンス体制の更なる強化、内部管理体制の充実及び子会社の
独占禁止法違反事案に関する再発防止
　当社子会社であるコーアイセイ株式会社は、2019年１月に「炭酸ランタ
ンOD錠」の販売価格決定に関し、独占禁止法に基づく公正取引委員会の立
ち入り検査を受け、2019年６月４日同委員会から独占禁止法に基づく排除
措置命令及び課徴金納付命令を受け、株主様並びに取引先様等関係各所に多
大なご迷惑とご心配をおかけしました。
　当社といたしましては、両命令を厳粛且つ真摯に受け止め、当該子会社で
あるコーアイセイ株式会社だけではなく、グループ全体において「コーア商
事ホールディングスグループ行動憲章」、「会合における適正な競争に関す
るガイドライン」並びに内部通報窓口への連絡先を記載したコンプライアン
スカードの配布、全役職員対象のコンプライアンス研修の毎月の実施等によ
り、再発防止及びコンプライアンス遵守の徹底に取り組んでおります。
　また、再発防止のために必要な組織体制や仕組みの構築と諸施策の実施並
びに啓発活動の推進が経営上の最重要課題であると認識し、2019年５月10
日に「内部統制委員会」を設置しており、グループ全体にわたる内部統制体
制を敷いております。

⑥　新型コロナウイルス感染症への対応
　当社グループは新型コロナウイルス感染症について対応を行っておりま
す。
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　社内及び関係者間での感染予防や拡大防止に努めるとともに、各拠点ごと
にリモートワーク等を可能とする環境等を整備し、感染リスクの低減を図っ
ております。
　「１．企業集団の現況　⑴　当事業年度の事業の状況」に「④新型コロナ
ウイルス感染拡大による当社グループへの影響について」を記載しておりま
すので、ご参照ください。

事 業 区 分 事 業 内 容

原 薬 販 売 事 業
・ジェネリック医薬品原料の輸出入、並びにそれに付随する
業務
・特徴のある医薬品原料及び製剤の導入と供給

医薬品製造販売事業 ・ジェネリック注射剤、経口剤、外用剤の開発・製造・販売
並びに受託製造

⑸ 主要な事業内容（2021年６月30日現在）

名 称 所 在 地

本 社 神奈川県横浜市港北区

名 称 所 在 地

コーア商事株式会社 本社（神奈川県横浜市港北区）、医薬分析センター（神奈川
県横浜市港北区）、大阪社屋（大阪府大阪市東淀川区）

コーアイセイ株式会社 本社（山形県山形市）、蔵王工場（山形県山形市）
コーアバイオテック
ベ イ 株 式 会 社 本社（神奈川県横浜市港北区）

コーア製薬株式会社 本社（神奈川県横浜市港北区）

⑹ 主要な営業所及び工場（2021年６月30日現在）
① 当社

② 子会社
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事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

原 薬 販 売 事 業 80 （10）名 １名減 (３名増)

医 薬 品 製 造 販 売 事 業 201 （26） ６名増 (12名増)

全 社 （ 共 通 ） 22 （４） ２名増 (１名増)

合 計 303 （40） ７名増 (16名増)

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

22（４）名 ２名増（１名増） 45.0歳 3.6年

⑺ 従業員の状況（2021年６月30日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グルー
プ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、パート及び派遣社員は
（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２. 全社（共通）として記載されている従業員数は、当社の従業員数であります。

② 当社の従業員の状況

（注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者
を含む。）であり、パート及び派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記
載しております。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 533百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 250
株 式 会 社 り そ な 銀 行 100
株 式 会 社 き ら や か 銀 行 2,991

⑻ 主要な借入先の状況（2021年６月30日現在）

－ 14 －



① 発行可能株式総数 144,000,000株

② 発行済株式の総数 39,619,980株

③ 株主数 22,884名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 土 師 15,848千株 40.00％

首 藤 利 幸 8,717 22.00

堀 江 淳 子 1,140 2.88

石 綿 聰 明 937 2.37

小 角 真 理 804 2.03

岡 澤 明 子 688 1.74
日本マスタートラスト信託銀行株式
会 社 （ 信 託 口 ） 623 1.57

大 　 塚 　 里 津 子 487 1.23

川 口 　 謙 458 1.16

大 澤 仁 生 340 0.86

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2021年６月30日現在）

（注）2020年11月６日付で実施した株式分割（普通株式１株を２株に分割）、2021
年５月１日付で実施した株式分割（普通株式１株を２株に分割）に伴い、発行可
能株式総数は108,000,000株増加しております。

（注）2020年11月６日付で実施した株式分割（普通株式１株を２株に分割）、2021
年５月１日付で実施した株式分割（普通株式１株を２株に分割）に伴い、発行可
能株式総数は29,714,985株増加しております。

④ 大株主

（注）持株比率は自己株式（1,312株）を控除して計算しております。

⑵ 新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 首 藤 利 幸

コーア商事株式会社代表取締役会長兼社長
コーアイセイ株式会社代表取締役会長
コーアバイオテックベイ株式会社
代表取締役会長
コーア製薬株式会社代表取締役会長兼社長

専 務 取 締 役 小 山 登 志 憲
営業担当
コーア商事株式会社取締役
コーアイセイ株式会社取締役
コーア製薬株式会社取締役

常 務 取 締 役 大 塚 里 津 子

品質担当
コーア商事株式会社取締役
コーアイセイ株式会社取締役
コーアバイオテックベイ株式会社
代表取締役社長

取 締 役 廣 野 敏 博
生産担当
コーアイセイ株式会社代表取締役社長
コーアバイオテックベイ株式会社取締役

取 締 役 小 松 美 代 子 財務経理・総務担当
コーアバイオテックベイ株式会社監査役

取 締 役 田 中 輝 幸 事業開発・経営企画担当
コーア商事株式会社取締役副社長

取 締 役
（監査等委員・常勤） 定 延 紳 朗 コーア製薬株式会社監査役

取 締 役
（監査等委員） 矢 野 千 秋

弁護士
矢野山岸法律事務所代表
東京交通サービス株式会社社外取締役

取 締 役
（監査等委員） 平 尾 禎 孝 －

取 締 役
（監査等委員） 伊 藤 大 義 公認会計士

出光興産株式会社社外監査役

⑶ 会社役員の状況
① 取締役の状況（2021年６月30日現在）

（注）１. 取締役矢野千秋氏、取締役平尾禎孝氏及び取締役伊藤大義氏は、社外取締役で
あります。なお、伊藤大義氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有しております。

２. 2020年９月25日付で、大塚里津子氏は常務取締役に就任いたしました。
３. 情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性
を高め、監査・監督機能を強化するために定延紳朗氏を常勤の監査等委員とし
て選定しております。

４. 当社は、社外取締役である矢野千秋氏、平尾禎孝氏及び伊藤大義氏を東京証券
取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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② 取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年３月22日開催の取締役会において、取締役（監査等
委員である取締役を除く。以下「取締役」という）の個人別の報酬等の
内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際し
ては、あらかじめ決議する内容について、過半数が独立社外取締役で構
成される「指名・報酬諮問委員会」へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役別の報酬等について、報
酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整
合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されている
ことを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま
す。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針は次のとおりです。
１．報酬の構成及び割合
確定額報酬として、月次の一定金額報酬、及び取締役会決議を経
て制定された「役員退職金規程」に基づき退職後一定期間後に支
給される退職慰労金により構成する。

２．一定金額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
過去の支給実績、各取締役の職位・職務の内容及び会社の業績並
びに他社の支給水準等を総合的に勘案したうえで、決定する。

３．退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
役員退職金規程に基づいて、決定する。

４．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定
は、株主総会の承認を受けた取締役会が、その承認の範囲で行
う。
取締役会における取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に
あたっては、指名・報酬諮問委員会に対して諮問し、同委員会に
よる審議答申を経た上で行うものとする。
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区 分
報 酬 等
の 総 額
（百万円）

報酬等の種類別の額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬

業績連動
報酬

退職慰労金

取締役（監査等委員を除く）
（うち社 外 取 締 役 ）

162
（－）

153
（－） － ８

（－）
6

（－）
取締役（監査等委員）
（うち社 外 取 締 役 ）

25
（10）

24
（10） － １

（－）
４
（３）

合 計
（うち社 外 役 員 ）

188
（10）

178
（10）

－ ９
（－）

10
（３）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりま
せん。

２. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2017年９月27日開催の第３回
定時株主総会において、年額400百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな
い。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委
員を除く）の員数は５名（うち社外取締役は０名）であります。

３. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2017年９月27日開催の第３回定時株
主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総
会終結時点の取締役（取締役）の員数は３名（うち社外取締役は２名）であり
ます。

４．退職慰労金には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額が含まれてお
ります。

③ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
１. 取締役（監査等委員）矢野千秋氏は、矢野山岸法律事務所代表及び
東京交通サービス株式会社の社外取締役であります。当社と各兼職
先との間には特別の関係はありません。

２. 取締役（監査等委員）伊藤大義氏は、出光興産株式会社の社外監査
役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（監査等委員） 矢 野 千 秋

当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回
に、また、監査等委員会13回のうち12回に出席いた
しました。弁護士としての専門的な知識や見識を活か
し、経営陣から独立した立場から、主に法務リスクに
係る事項に関して助言・監督いただくことにより、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしていただくことを期待しておりま
したところ、取締役会において、当該専門的な立場か
ら積極的な発言をいただくなど、適切な役割を果たし
ております。また監査等委員会では、当社の法務リス
ク等について適宜、必要な発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 平 尾 禎 孝

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、ま
た、監査等委員会13回のすべてに出席いたしました。
医薬品ビジネスに関する企業での経営経験を活かし、
経営全般に係る事項に関して助言・監督いただくこと
により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしていただくことを期待
しておりましたところ、取締役会において、当該専門
的な立場から積極的な発言をいただくなど、適切な役
割を果たしております。また監査等委員会では、当社
の経営全般について適宜、必要な発言を行っておりま
す。

取 締 役
（監査等委員） 伊 藤 大 義

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、ま
た、監査等委員会13回のすべてに出席いたしました。
公認会計士としての専門的な知識や見識を活かし、経
営陣から独立した立場から、経営の透明性と客観性向
上に関して助言・監督いただくことにより、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な
役割を果たしていただくことを期待しておりましたと
ころ、取締役会において、当該専門的な立場から積極
的な発言をいただくなど、適切な役割を果たしており
ます。また監査等委員会では、当社の内部統制等につ
いて適宜、必要な発言を行っております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 37,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 37,000

⑷ 会計監査人の状況
① 名称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区
分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び
報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った
うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３. 上記の報酬等の他に、前事業年度の監査に係る追加報酬1,072千円を支払って
おります。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必
要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不
再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め
る項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会
計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委
員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。
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３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴ 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）についての決定内容の概要

　当社は、2021年７月27日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための
体制の整備に関する基本方針を一部改定する決議をいたしました。
　改定後の当該基本方針の概要は次のとおりであります。
① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制
イ．当社は、当社及び当社の子会社（以下、総称して「当社グループ」という）に

適用される「コーア商事ホールディングスグループ行動憲章」及び「コーア商事
ホールディングスグループ行動基準」を制定するとともに「コンプライアンス規
程」を制定し運用することによって、コンプライアンス委員会を設け、役員及び
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を敷
く。コンプライアンス委員会事務局を当社総務部に置き、研修を定期的に開催
し、法令遵守、企業倫理遵守の啓発活動などの諸施策を推進し、コンプライアン
ス意識の向上に努める。

ロ．当社は、当社グループの内部統制体制に関わる事項を統括・遂行する内部統制
委員会を設置し、ガバナンスの強化を図る。

ハ．当社グループは、財務報告に係わる「財務経理規程」を制定し、内部統制計画
書に基づき、財務報告の信頼性の確保、業務の有効性及び効率性の向上を評価し
た運用を行う。

ニ．当社グループは、役員及び使用人等による不正行為の未然防止、早期発見、是
正を目的に整備した内部通報窓口を設置するとともに当該制度の運用を定めた
「内部通報規程」を制定し、通報者の保護を図る。

ホ．当社グループは、反社会的勢力への対応について「コーア商事ホールディング
スグループ行動憲章」において反社会的勢力に対し毅然として対決し関係遮断を
徹底することを宣言し、「コーア商事ホールディングスグループ行動基準」にお
いて反社会的勢力への対応等を明記するなど、重要施策として取り組む。

へ．当社は、取締役等の指名及び報酬等の意思決定プロセスの公正性・透明性・客
観性の確保のため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置す
る。委員会は、「指名・報酬諮問委員会規程」に則り、取締役等の指名及び報酬
等について審議した結果を取締役会に答申する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社グループは、「文書管理規程」「情報セキュリティ基本方針」「情報システ
ム管理規程」等の情報管理諸規程を制定し、情報の管理と情報の取扱いを規定して
おり、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理についてもこれらの規程に基
づき、適正に行う。
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③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループは、「リスク管理規程」を制定し、代表取締役社長を委員長とした
リスク管理委員会を設け、リスクの発生を防止するとともに、リスクが発生した場
合の損害を最小限にとどめる体制の維持・向上を図る。具体的には、発生の可能性
のある大型災害等に備えた当社グループの体制の整備を行う。

また、子会社においては、GMP（注１）、GQP（注２）、GVP（注３）、
GPSP（注４）等の基準に従い、製品の品質・安全性に関する監視を厳正に実施す
る。

（注１）GMP(Good Manufacturing Practice)とは、製造業者(外国製造業者含む)
及び製造販売業者に求められる「適正製造規範」(製造管理・品質管理基準)
のこと。

（注２）GQP(Good Quality Practice)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医
療機器の品質管理の方法に関する基準を定めたもののこと。

（注３）GVP(Good Vigilance Practice）とは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び
医療機器の製造販売業者が、その品質、有効性及び安全性に関する事項や
適正な使用のための必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な
措置に関して遵守すべき事項を定めたもののこと。

（注４）GPSP（Good Post-marketing Study Practice）とは、医薬品製造販売後
調査・試験の実施の基準のこと。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、取締役会を月一回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催す
る。
　当社グループは、「取締役会規程」「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規
程」「稟議規程」等の職務権限及び意思決定ルールを定め、取締役会の決議事項等
に関する基準、組織の分掌業務、対象案件の重要度に応じた決裁権限を明確にする
ことによって、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
を確保する。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループは、「コーア商事ホールディングスグループ行動憲章」及び「コー

ア商事ホールディングスグループ行動基準」によりコンプライアンス意識の醸成を
はかり、コーポレートガバナンスの充実に努める。

当社は、子会社における承認事項及び報告事項を定めた「子会社管理規程」を制
定し、子会社の管理・指導を行うとともに、子会社から定期的に業務、業績及びそ
の他重要な事項に関する報告を求め、更に、子会社に生じた重要事項に関しては当
社の取締役会における承認を得るなど、適切な子会社管理体制を敷く。更に、子会

－ 22 －



社に必要に応じて取締役（いずれも非常勤を含む）を派遣し、子会社との連携を強
化し業務の適正を確保する。

また、監査等委員会及び内部監査室は、子会社に対する往査を含め、当社グルー
プの監査を行うとともに、業務の適正性確保のため、必要に応じて相互に意見交換
等を行い、連携を図る。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項、当該使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除
く）からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項

　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を必要としたとき、監査等委員であ
る取締役及び監査等委員会の求めにより、監査等委員会の業務を補助する従業員を
任命することができる。
　当該使用人は監査等委員会及び監査等委員の指揮命令に従うものとし、当社グル
ープの取締役等の指揮命令権は及ばないものとする。当該使用人の人事異動・評価
等に関しては、あらかじめ監査等委員会に相談し、意見を求めることとする。

⑦ 当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びにそ
の報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
監査等委員会は「監査等委員会規程」を制定し、当社グループの取締役及び使用

人から監査等委員会及び監査等委員に通知・報告する体制を定める。
また、当社グループは、監査等委員への報告をした者が当該報告をしたことを理

由に不利な取り扱いを受けることを禁止する。

⑧ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する
事項

　監査等委員がその職務の執行上必要と認める費用については、当該監査等委員の
職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処
理する。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会において委任を受けた監査等委員が子会社の取締役会等の重要会議
に出席するなどし、監査等委員会が実施する監査が実効的に行われる体制を確保す
る。
　監査等委員会は、会計監査人との定期的な打ち合わせを行うことによって、会計
監査人の活動報告の把握を行い、情報交換を図ることによって監査活動の効率化と
質的向上を図る。
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　当社内部監査室は、監査等委員と定期的に会合し、当社グループの監査結果を報
告する等の情報交換を行う。

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
① コンプライアンス体制

当社は、「コーア商事ホールディングスグループ行動憲章」及び「コーア商事ホ
ールディングスグループ行動基準」を制定し、各会議体を通じて、その徹底を図っ
ております。また当社グループの全役員が参加する経営者会議及び全社員が参加す
る社員会にて全社員に対してコンプライアンス研修を毎月実施しております。

2019年１月に発生した子会社コーアイセイ株式会社における独占禁止法違反事案
を受け、2019年12月には、当社グループにおける内部通報制度の実効性向上とし
て内部通報規程を制定し、内部通報者等の保護を強化いたしました。内部通報窓口
の運用状況は、コンプライアンス委員会、取締役会等へ適宜報告しております。

② リスク管理体制
当社は、リスク管理に必要な事項を定めたリスク管理規程に基づき、リスク管理

委員会を適宜開催し、経営に重要な影響を及ぼす危機の洗い出し、見直しを行い、
対応等について検討をしております。

また、新型コロナウイルスによる感染症緊急事態宣言前から独自の対応を行って
おりましたが、宣言を受け、昨年４月７日に臨時のリスク管理委員会を開催し、改
めて当社グループ全体の対応を決定し、当社グループ全役職員に周知しておりま
す。

③ 取締役の職務執行
当事業年度において、取締役会を14回開催いたしました。毎月１回の定期的な開

催に加え、必要に応じて臨時に開催するなど、機動的な運営に努めております。重
要な案件の意思決定に際しては、事前に経営会議を開催し、役員及び関係者による
検討・意見交換のうえ、取締役会に付議するなど、取締役の職務の効率的な執行に
努めております。取締役会議事録ほか社内の重要文書については、社内規程に基づ
き、適正に管理・保存を行っております。

④ 監査等委員の職務執行
監査等委員は、年度初めに立案した監査計画に基づき、当社グループ全体の監査

を実施しております。経営者会議、幹部会、予算審議委員会などの社内の重要な会
議に出席し、適宜意見を述べるとともに、重要な稟議書を閲覧し、必要に応じて取
締役や社員に説明を求めております。監査等委員と代表取締役とは適宜会合を行
い、監査の年度総括を報告するとともに、意見交換を通じて、監査体制の実効性に
ついて確認しております。
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⑤ 子会社の管理
子会社管理規程において、承認事項及び報告事項等を定め、綿密な連携のもとに

グループ全体としての業務の適正を図るとともに、子会社に生じた重要事項に関し
て、当社の取締役会における承認を得るなど、適切な子会社管理体制をとっており
ます。

⑥ 内部統制委員会
2019年５月に内部統制委員会を設置し、定例で年２回委員会を開催しておりま

す。決定事項は速やかに関連部署に通達し、必要に応じて取締役会に上程しており
ます。

４. 会社の支配に関する基本方針
　当社は、会社の支配に関する基本方針を定めておりませんが、基本的な考
えは以下のとおりであります。
　当社は、経営資源の最適配分を通じて、競争力、収益力を高めることで安
定的な成長を目指し、企業価値のさらなる向上を図ることが、株主の皆様か
らの負託に応えることになるものと考えております。したがいまして、現時
点で買収防衛策は導入しておりません。

５. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　剰余金の配当等に関しましては、当社は、株主の皆様に対する利益還元を
経営の重要課題の一つとして位置づけており、将来にわたる企業成長と経営
環境の変化に対応するために必要な内部留保の充実を勘案しつつ、安定した
配当政策を実施することを基本方針としております。また配当につきまして
は、年１回期末配当にて剰余金の配当を行うことを基本方針としておりま
す。今後も成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより、企
業の持続的な成長と中長期的な企業価値・株主価値の向上に努めてまいりま
す。
　これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、本定時
株主総会において承認可決されることを条件に１株につき10円の配当を実施
することを決定しております。
　内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべ
く設備投資・研究開発投資・人材投資等に有効活用する予定であります。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
退職給付に係る資産
そ の 他　

17,652,563
8,261,630
3,801,303
3,344,714
1,559,052
273,610
303,022
109,230

7,152,063
6,833,361
2,813,805
1,980,481
207,630
1,761,774
69,670
74,598

244,103
76,978
126,905
28,212
12,007　

流 動 負 債 5,081,844
支払手形及び買掛金 1,587,745
電 子 記 録 債 務 642,452
短 期 借 入 金 850,000
１年内返済予定の
長 期 借 入 金 383,248

未 払 法 人 税 等 708,399
賞 与 引 当 金 52,180
そ の 他 857,818

固 定 負 債 3,019,058
長 期 借 入 金 2,641,096
繰 延 税 金 負 債 6,395
役員退職慰労引当金 110,882
退職給付に係る負債 126,322
そ の 他 134,361

負 債 合 計 8,100,903
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 16,685,270
資 本 金 522,277
資 本 剰 余 金 205,828
利 益 剰 余 金 15,957,540
自 己 株 式 △376

その他の包括利益累計額 18,453
その他有価証券評価差額金 18,453

純 資 産 合 計 16,703,724
資 産 合 計 24,804,627 負 債 純 資 産 合 計 24,804,627

連 結 貸 借 対 照 表
（2021年６月30日現在）

（単位：千円）
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( 2020年 ７月 １日から
2021年 ６月30日まで )

科 目 金 額
売 上 高 17,816,077
売 上 原 価 12,267,104
売 上 総 利 益 5,548,973
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,171,748
営 業 利 益 3,377,224
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,324
有 価 証 券 売 却 益 6,973
受 取 手 数 料 16,252
補 助 金 収 入 12,410
受 取 補 償 金 19,967
そ の 他 6,725 64,653

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23,973
為 替 差 損 12,189
そ の 他 890 37,053

経 常 利 益 3,404,824
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,404,824
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,140,286
法 人 税 等 調 整 額 127,666 1,267,953
当 期 純 利 益 2,136,871
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,136,871

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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( 2020年 ７月 １日から
2021年 ６月30日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 522,277 205,828 14,157,429 △305 14,885,229

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △336,759 △336,759
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,136,871 2,136,871

自 己 株 式 の 取 得 △70 △70

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,800,111 △70 1,800,041

当 期 末 残 高 522,277 205,828 15,957,540 △376 16,685,270

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損　　　益

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 29,094 1,239 30,334 14,915,563

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △336,759
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,136,871

自 己 株 式 の 取 得 △70

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △10,640 △1,239 △11,880 △11,880

当 期 変 動 額 合 計 △10,640 △1,239 △11,880 1,788,160

当 期 末 残 高 18,453 － 18,453 16,703,724

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数 ４社
・連結子会社の名称 コーア商事株式会社

コーアイセイ株式会社
コーアバイオテックベイ株式会社
コーア製薬株式会社

⑵ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑶ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
その他有価証券

時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. デリバティブ
時価法を採用しております。

ハ. たな卸資産
・製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定）

・商品
先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物　　　３年～60年
機械装置及び運搬具　２年～８年
工具、器具及び備品　２年～20年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいております。
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ハ. リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当連結会計年
度負担額を計上しております。

ハ. 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び連結子会社の一部は役員退職

金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
④ 退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。
⑥ 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。

なお、振当処理の要件を満たす為替予約については、振当処理を採用しており
ます。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段…為替予約
　ヘッジ対象…外貨建金銭債務（外貨建予定取引を含む）

ハ. ヘッジ方針
　為替相場変動リスクを回避する目的で実需の範囲内で必要に応じ為替予約を行
う方針としております。

ニ. ヘッジの有効性評価の方法
　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手
段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎に判断しております。な
お、振当処理を採用している為替予約については、有効性の評価を省略しており
ます。
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⑦ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ. 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
ロ. 連結納税制度の導入に伴う会計処理

　当社及び連結子会社は、当社を連結納税親会社として、当連結会計年度から連
結納税制度を適用しております。

ハ. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第
８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への
移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実
務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に
係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）
第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前
の税法の規定に基づいております。

２.  表示方法の変更に関する注記
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31
日）を当連結会計年度より適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記
を記載しております。

３.  会計上の見積りに関する注記
　当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののう
ち、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は以下
のとおりです。

（固定資産の減損損失の認識）
⑴   当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　連結貸借対照表において、コーアイセイ株式会社の蔵王工場の固定資産として、有
形固定資産3,551,988千円を計上しております。

⑵   会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　当社グループは、原則として、事業用資産については会社、又は事業所を基準とし
て資産のグルーピングを行っております。
　減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キ
ャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否
を判定します。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。
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建物及び構築物 1,951,092千円
土地 898,292千円

計 2,849,385千円

１年内返済予定の長期借入金 383,248千円
長期借入金 2,641,096千円

計 3,024,344千円
⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 4,498,888千円

　コーアイセイ株式会社の蔵王工場は継続的に営業損益がマイナスとなっていること
から、同工場の有する有形固定資産については減損の兆候が認められたため、減損損
失の認識の判定を行った結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上
回ったため減損損失の認識は不要と判断しました。
　コーアイセイ株式会社の蔵王工場の割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経
営者が作成した事業計画を基礎として行われておりますが、今後の新規製造予定製品
等の販売計画などを主要な仮定として織り込んでおります。
　これらの仮定は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構による承認を前提とした、
取引先からの受託製造や共同開発製品の販売計画が基礎となっており、不確実性を伴
うため、事業環境の変化などにより実績が見積りと異なった場合、将来キャッシュ・
フローの見積りに重要な影響を与える可能性があります。

４. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務
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普通株式 39,619,980株

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2020年９月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 336,759 34.00 2020年６月30日 2020年９月28日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2021年９月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 396,186 10.00 2021年６月30日 2021年９月30日

５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年
度になるもの

６.   金融商品に関する注記

⑴ 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

　当社グループでは、営業取引を行うための設備投資計画等に基づき、必要な資金
を銀行借入により調達しております。また、余剰資金の運用については安全性の高
い金融商品で運用しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するため
に利用しており、投機的な取引は行わない方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒さ
れております。
　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス
クに晒されております。
　支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等は、１年以内の支払期日であ
り、流動性リスクに晒されております。一部外貨建のものについては、為替の変動
リスクに晒されております。
　借入金は、主に営業取引に係る運転資金の調達及び設備投資に係る資金調達であ
り、流動性リスク及び一部の借入金については金利変動リスクに晒されておりま
す。
　デリバティブ取引は、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ
を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段
とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等⑶会計方
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針に関する事項⑥重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
③ 金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスク（取引先の契約不履行等にかかるリスク）の管理
　当社グループは、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を
行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の
悪化による貸倒懸念の早期把握と軽減を図っております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等
を把握するとともに、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に
見直しています。
　買掛金は、商品の仕入先に対する営業債務であり、通貨別月別に把握された為
替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしておりま
す。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定め
た管理規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の
管理
　当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作
成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理してお
ります。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を
織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す
ることがあります。

⑤ 信用リスクの集中
　当連結会計年度の連結決算日現在における売上債権のうち30％が特定の大口顧客
に対するものです。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

⑴ 現金及び預金 8,261,630千円 8,261,630千円 －千円

⑵ 受取手形及び売掛金 3,801,303 3,801,303 －

⑶ 電子記録債権 3,344,714 3,344,714 －

⑷ 投資有価証券 76,978 76,978 －

資産計 15,484,626 15,484,626 －

⑴ 支払手形及び買掛金 1,587,745 1,587,745 －

⑵ 電子記録債務 642,452 642,452 －

⑶ 短期借入金 850,000 850,000 －

⑷ 未払法人税等 708,399 708,399 －

⑸ 長期借入金
3,024,344 3,011,231 △13,112

(１年内返済予定の長期借入金を含む)

負債計 6,812,941 6,799,828 △13,112

デリバティブ取引 － － －

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2021年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。

（注）１. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引及びデリバティブ取引に関する
事項

資　産
（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額によっております。

（4）投資有価証券
　取引所の価格によっております。

負　債
（1）支払手形及び買掛金、（2）電子記録債務、（3）短期借入金、（4）未払
法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額によっております。
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 8,261,630 － － －

受取手形及び売掛金 3,801,303 － － －

電子記録債権 3,344,714 － － －

合計 15,407,647 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 850,000 － － － － －

長期借入金 383,248 349,904 349,904 349,904 349,904 1,241,480

合計 1,233,248 349,904 349,904 349,904 349,904 1,241,480

⑴ １株当たりの純資産額 421円61銭
⑵ １株当たりの当期純利益 53円94銭

（5）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行っ
た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引
　ヘッジ会計の原則的処理を適用している為替予約の時価については、取引先金
融機関から提示された価額によっております。
　振当処理の要件を満たしている為替予約の時価については、振当処理をされて
いる外貨建債権債務と一体として処理されているため、当該外貨建債権債務に含
めて記載しております。

２. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。

３. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

４. 短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

７. １株当たり情報に関する注記

（注）１株当たりの純資産額及び１株当たりの当期純利益は、当連結会計年度に行いまし
た株式の分割が期首に行われたと仮定してそれぞれ算定しております。

８. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

未 収 入 金

関係会社短期貸付金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

土 地

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他　

2,976,492

1,063,342

3,278

591,071

1,318,800

9,162,501

17,376

7,464

6,283

1,836

535

1,256

9,145,124

9,009,846

128,900

6,362

15　

流 動 負 債 1,465,713
短 期 借 入 金 850,000
未 払 金 64,885
未 払 費 用 7,966
未 払 法 人 税 等 507,658
前 受 金 150
預 り 金 9,370
リ ー ス 債 務 240
賞 与 引 当 金 8,890
そ の 他 16,552

固 定 負 債 115,599
リ ー ス 債 務 366
退職給付引当金 10,287
役員退職慰労引当金 104,944

負 債 合 計 1,581,312
（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 10,557,681
資 本 金 522,277
資 本 剰 余 金 8,870,894
資 本 準 備 金 5,858,156
その他資本剰余金 3,012,737
利 益 剰 余 金 1,164,885
その他利益剰余金 1,164,885
繰越利益剰余金 1,164,885

自 己 株 式 △376
純 資 産 合 計 10,557,681

資 産 合 計 12,138,993 負 債 純 資 産 合 計 12,138,993

貸　借　対　照　表
（2021年６月30日現在）

（単位：千円）
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( 2020年 ７月 １日から
2021年 ６月30日まで )

科 目 金 額

営 業 収 益 637,643

売 上 総 利 益 637,643

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 563,201

営 業 利 益 74,441

営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,489

受 取 地 代 家 賃 600

生 命 保 険 配 当 金 641

そ の 他 165 6,895

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,747

そ の 他 155 2,903

経 常 利 益 78,434

税 引 前 当 期 純 利 益 78,434

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △10,788

法 人 税 等 調 整 額 12,861 2,073

当 期 純 利 益 76,361

損　益　計　算　書

（単位：千円）

－ 38 －



( 2020年 ７月 １日から
2021年 ６月30日まで )

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

当 期 首 残 高 522,277 5,858,156 3,012,737 8,870,894

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

当 期 変 動 額 合 計 － － － －

当 期 末 残 高 522,277 5,858,156 3,012,737 8,870,894

株 主 資 本

純資産合計

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他

利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 1,425,284 1,425,284 △305 10,818,149 10,818,149

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △336,759 △336,759 △336,759 △336,759

当 期 純 利 益 76,361 76,361 76,361 76,361

自 己 株 式 の 取 得 △70 △70 △70

当 期 変 動 額 合 計 △260,398 △260,398 △70 △260,468 △260,468

当 期 末 残 高 1,164,885 1,164,885 △376 10,557,681 10,557,681

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
　子会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　３年～19年
車両運搬具　　　　　６年
工具、器具及び備品　３年～20年

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす
る定額法を採用しております。

⑶ 引当金の計上基準
① 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額の当事業年度負担額を計上してお
ります。

② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金
及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用
いた簡便法を適用しております。

③ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職
金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま
す。

⑷ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 17,814千円

　　短期金銭債権 588,897千円
　　短期金銭債務 2,024千円

関係会社との取引高
　営業取引による取引高
　営業収益 637,643千円
　販売費及び一般管理費 9,920千円
　営業取引以外の取引による取引高
　営業外収益 5,489千円
　営業外費用 312千円

２.  表示方法の変更に関する注記
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31
日）を当事業年度より適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載
しております。

３.   会計上の見積りに関する注記
（重要な会計上の見積り）
　当事業年度に係る計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌
事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は以下のとおりで
す。
（関係会社株式の評価）
　コーアイセイ株式会社の蔵王工場は継続的に営業損益がマイナスとなっていること
から、減損の兆候が認められ、減損損失の認識が必要となった場合には関係会社株式
評価損の計上の要否を検討する必要があるものの、当事業年度においては、固定資産
の減損損失の認識は不要な状況にあること、また、純資産額が関係会社株式の帳簿価
額（1,706,007千円）を充分上回っていることから、関係会社株式評価損は計上して
おりません。
　なお、コーアイセイ株式会社蔵王工場の固定資産の減損に関する主要な仮定は、連
結注記表３．会計上の見積りに関する注記（固定資産の減損損失の認識）に記載のと
おりです。

４. 貸借対照表に関する注記

⑵ 関係会社に対する金銭債権、金銭債務（区分表示したものを除く。）

５. 損益計算書に関する注記
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普通株式 1,312株

繰延税金資産
賞与引当金 2,694千円
退職給付引当金 3,118千円
役員退職慰労引当金 31,808千円
未払事業税 445千円
繰越欠損金 1,829千円
その他 1,387千円
繰延税金資産小計 41,283千円
評価性引当額 △34,920千円
繰延税金資産合計 6,362千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計 －
繰延税金資産の純額 6,362千円

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

７. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子 会 社 コ ー ア 商 事
株 式 会 社

所有
直接　100.0％

経営指導、
業務委託、
役員の兼任

関 係 会 社　
受取配当金 126,720 － －
経営指導料
収入
（注１）

250,085 未 収 入 金 31,106

業務委託
収入
（注１）

84,378 － －
資金の返済
（注２） 230,000 － －

支払利息
（注２） 312 － －
連結納税に
伴う法人税
の精算

613,838 未 収 入 金 357,402

子 会 社 コーアイセイ
株 式 会 社

所有
直接　100.0％

経営指導、
資金の貸付、
役員の兼任

経営指導料
収入
（注１）

128,918 未 収 入 金 11,908

資金の回収
（注２） 940,000 短期貸付金 1,296,000

受 取 利 息
（注２） 4,971 未 収 入 金 337

連結納税に
伴う法人税
の精算

219,994 未 収 入 金 184,798

子 会 社 コ ー ア 製 薬
株 式 会 社

所有
直接　100.0％

経営指導、
資金の貸付、
役員の兼任

経営指導料
収入
（注１）

3,097 未 収 入 金 600

資金の回収
（注２） 52,800

短期貸付金 22,800

長期貸付金 128,900

受 取 利 息
（注２） 518 未 収 入 金 36

⑴ １株当たりの純資産額 266円48銭
⑵ １株当たりの当期純利益 1円93銭

８. 関連当事者との取引に関する注記
子会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 経営指導料収入及び業務委託収入については、業務の内容を勘案して契約によ

り決定しております。
２. 資金の貸付・借入についての、貸付・借入利息は市場金利を勘案して合理的に

決定しております。
３. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

９. １株当たり情報に関する注記

（注）１株当たりの純資産額及び１株当たりの当期純利益は、当事業年度に行いました株
式の分割が期首に行われたと仮定してそれぞれ算定しております。

10. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
2021年８月20日

コーア商事ホールディングス株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 齋　藤　慶　典 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴　田　叙　男 ㊞

　

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、コーア商事ホール

ディングス株式会社の2020年７月１日から2021年６月30日までの連結会計
年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、コーア商事ホールディングス株式会
社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重

要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の
選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ
って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評
価する。
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・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない
場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務
情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書
類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2021年８月20日

コーア商事ホールディングス株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 齋　藤　慶　典 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴　田　叙　男 ㊞

　

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、コーア商事

ホールディングス株式会社の2020年７月１日から2021年６月30日までの第
７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類
等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の
選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ
って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評
価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるか
どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義
を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

－ 48 －



は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事
項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2020年７月１日から2021年６月30日までの第７期
事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法
及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる
事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び従業員等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部

監査部門と連携のうえ、重要な会議等に出席し意思決定の過程及び内容
を確認し、取締役及び従業員等からその職務の執行に関する事項の報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子
会社については、子会社の取締役及び監査役等並びに重要な使用人等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査等委員会の監査報告

－ 50 －



２. 監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状
況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると
認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内
容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

2021年８月23日
コーア商事ホールディングス株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 定 延 紳 朗 ㊞
監 査 等 委 員 矢 野 千 秋 ㊞
監 査 等 委 員 平 尾 禎 孝 ㊞
監 査 等 委 員 伊 藤 大 義 ㊞

　
（注） 監査等委員矢野千秋、平尾禎孝、及び伊藤大義は、会社法第２条第15

号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。
以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配
当の維持を基本としておりますが、今期業績並びに今後の事業展開等を勘案し
て、以下のとおり第７期の期末配当をいたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
　金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は396,186,680円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2021年９月30日といたしたいと存じます。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

１

しゅ
首

 

　
とう
藤

 

　
とし
利

 

　
ゆき
幸

(1947年３月１日)

    1972年    1 月 日本モンテジソン株式会社入社
    1975年    3 月 日本ザンボン株式会社移籍
    1991年    2 月 コーア商事株式会社設立 同社取締役
    1994年    8 月 同社代表取締役副社長
    1995年    8 月 同社代表取締役社長
    2011年    7 月 株式会社イセイ取締役
    2013年    8 月 コーア商事株式会社代表取締役会長
    2015年    1 月 当社代表取締役社長（現任）
    2015年    8 月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会

長
    2016年    9 月 コーアイセイ株式会社代表取締役会長兼社長
    2016年    9 月 コーア製薬株式会社代表取締役会長
    2018年    9 月 コーア商事株式会社代表取締役会長兼社長（現

任）
コーアイセイ株式会社代表取締役会長（現任）
コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会
長兼社長

    2019年    9 月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会
長(現任)

2020年    9 月 コーア製薬株式会社代表取締役会長兼社長（現
任）

（重要な兼職の状況）
コーア商事株式会社代表取締役会長兼社長
コーアイセイ株式会社代表取締役会長
コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長
コーア製薬株式会社代表取締役会長兼社長

（候補者とした理由）
首藤利幸氏は、当社の創業者であり、当社グループの企業価値の持続的向上を牽引す
る者として、その実績、能力、経験が引き続き当社の経営に欠かせないものと判断
し、取締役候補者といたしました。
（所有する当社の株式数）
8,717,160株

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員
（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締
役６名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会からは、特段の指摘すべき事項は
ございません。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

２

こ
小

 

　
やま
山

 

　
と
登

し
志

のり
憲

(1948年12月11日)

    1973年    4 月 株式会社ファームイタリア入社
    1976年    6 月 つるかめ薬局設立
    1979年    6 月 株式会社イトーヨーカ堂入社
    2004年    10月 株式会社アイロムスタッフ代表取締役会長
    2010年    10月 株式会社アイロム代表取締役社長
    2011年    6 月 株式会社アイロムホールディングス代表取締

役会長
    2012年    11月 株式会社ウィーズホールディングス入社
    2014年    7 月 コーア商事株式会社入社

同社顧問
    2015年    1 月 当社取締役
    2015年    3 月 コーア製薬株式会社取締役（現任）
    2016年    9 月 コーアイセイ株式会社取締役（現任）
    2016年    9 月 当社専務取締役
    2018年    9 月 コーア商事株式会社取締役（現任）
    2018年    9 月 当社専務取締役営業部門担当（現：営業担

当）（現任）
（重要な兼職の状況）
コーア商事株式会社取締役
コーアイセイ株式会社取締役
コーア製薬株式会社取締役

（候補者とした理由）
小山登志憲氏は、医薬品業界全般に精通しており、専務取締役営業担当として当社
グループの成長への営業戦略策定力と実行力を有する者として、その実績と能力が
引き続き当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
（所有する当社の株式数）
０株
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

３

おお
大

 

　
つか
塚

 

　
り
里

つ
津

こ
子

(1978年２月１日)

    2008年    4 月 コーア商事株式会社入社
    2015年    1 月 当社取締役学術部門担当
    2015年    8 月 コーア商事株式会社取締役（現任）
    2016年    9 月 コーアバイオテックベイ株式会社取締役
    2018年    9 月 コーアイセイ株式会社取締役(現任)
    2019年    9 月 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役

社長(現任)
2020年    9 月 当社常務取締役品質担当（現任）

（重要な兼職の状況）
コーア商事株式会社取締役
コーアイセイ株式会社取締役
コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役社長

（候補者とした理由）
大塚里津子氏は、ジェネリック医薬品事業に精通しており、常務取締役品質担当と
して当社グループの品質に対する信頼性の確保及び情報収集・提供体制の整備・強
化の推進と実行力を有する者として、その実績と能力が引き続き当社の経営に欠か
せないものと判断し、取締役候補者といたしました。
（所有する当社の株式数）
487,320株
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

４

ひろ
廣

 

　
の
野

 

　
とし
敏

 

　
ひろ
博

(1949年11月11日)

    1973年    8 月 小林製薬工業株式会社入社
（現：共和クリティケア株式会社）

    2002年    6 月 同社取締役
    2007年    10月 同社常務取締役
    2008年    4 月 同社取締役副社長
    2014年    11月 コーア商事株式会社入社

同社顧問
    2015年    1 月 当社取締役製造技術部門担当（現：生産担

当）（現任）
    2016年    5 月 コーアイセイ株式会社取締役副社長
    2018年    9 月 コーアバイオテックベイ株式会社取締役（現

任）
    2018年    9 月 コーアイセイ株式会社代表取締役社長（現

任）
（重要な兼職の状況）
コーアイセイ株式会社代表取締役社長
コーアバイオテックベイ株式会社取締役

（候補者とした理由）
廣野敏博氏は、ジェネリック医薬品事業に精通しており、取締役生産担当として当
社グループの医薬品製造販売事業の推進と実行力を有する者として、その実績と能
力が引き続き当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしまし
た。
（所有する当社の株式数）
０株
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

５

こ
小

 

　
まつ
松

 

　
み
美

よ
代

こ
子

(1964年５月14日)

    1996年    9 月 石井税務会計事務所入所
    2000年    5 月 児山公認会計士事務所入所
    2005年    4 月 株式会社パソナ入社
    2006年    12月 コーア商事株式会社入社
    2015年    7 月 当社転籍財務担当部長
    2016年    1 月 当社財務経理部長
    2016年    9 月 コーアバイオテックベイ株式会社監査役（現

任）
    2016年    9 月 当社取締役財務担当財務経理部長
    2018年    9 月 当社取締役財務経理・総務部門担当財務経理

部長
2020年12月 当社取締役財務経理・総務担当（現任）

（重要な兼職の状況）
コーアバイオテックベイ株式会社監査役

（候補者とした理由）
小松美代子氏は、当社における財務及び会計業務を長年にわたり担当し、取締役財
務経理・総務担当としてその経験と見識が引き続き当社グループの経営に欠かせな
いものと判断し、取締役候補者といたしました。
（所有する当社の株式数）
264,120株
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

６

た
田

 

　
なか
中

 

　
てる
輝

 

　
ゆき
幸

(1950年１月３日)

    1972年    4 月 日本化薬株式会社入社
    1997年    8 月 同社営業本部業務部長
    2002年    6 月 同社医薬事業本部GE戦略部長
    2011年    9 月 株式会社大石膏盛堂入社

同社執行役員営業本部長
    2017年    7 月 当社入社

経営企画室長
    2017年    9 月 コーア商事株式会社取締役副社長（現任）
    2018年    9 月 当社取締役経営企画担当経営企画室長
    2019年    7 月 当社取締役事業開発部門担当

（現：事業開発・経営企画担当）（現任）

（重要な兼職の状況）
コーア商事株式会社取締役副社長

（候補者とした理由）
田中輝幸氏は、ジェネリック医薬品事業に精通しており、取締役事業開発・経営企
画担当として当社グループの成長への事業開発に関する実行力を有する者として、
その実績と能力が引き続き当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者と
いたしました。
（所有する当社の株式数）
０株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
２．当社は、保険会社との間で当社及びグループ各社の取締役・監査役・管理職を被保険者

とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険
者の業務に起因して、株主・会社・その他第三者から損害賠償請求がなされた場合の当
該損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。各候補
者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、次回
更新時には同内容での更新を予定しております。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

１

さだ
定

 

　
のぶ
延

 

　
しん
紳

 

　
ろう
朗

(1952年５月７日)

1979年４月 エスエス製薬株式会社入社
2005年７月 同社法務部長
2011年４月 ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会

社転籍
2013年４月 コーア商事株式会社入社

同社経営戦略室法務担当部長
2015年７月 当社法務担当部長
2016年９月 当社監査役
2017年９月 コーア製薬株式会社監査役（現任）
2017年９月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
コーア製薬株式会社監査役

（候補者とした理由）
定延紳朗氏は、長年にわたり法務部門で培った豊富な経験と幅広い見識を有してお
り、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断し、取締役候補者とい
たしました。
（所有する当社の株式数）
０株

第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
　監査等委員である取締役定延紳朗氏、矢野千秋氏及び平尾禎孝氏は本総会終
結の時をもって任期満了となります。経営の監査体制の充実・強化を図るた
め、監査等委員である取締役１名を増員することとし、監査等委員である取締
役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

２

や
矢

 

　
の
野

 

　
ち
千

 

　
あき
秋

(1947年９月24日)

1981年10月 司法試験合格
1984年４月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

竹内総合法律事務所入所
1995年４月 矢野総合法律事務所設立（現：矢野山岸法律

事務所）
同事務所代表（現任）

2014年６月 東京交通サービス株式会社社外取締役（現
任）

2015年６月 株式会社スパンクリートコーポレーション社
外監査役

2017年７月 当社社外取締役
2017年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況）
弁護士
矢野山岸法律事務所代表
東京交通サービス株式会社社外取締役

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
矢野千秋氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な見識を有し
ており、その経験・見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場から、主に法
務リスクに係わる事項に関して助言や監督いただくことを期待し、社外取締役候補
者といたしました。なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社経営に関
与したことはありませんが、上記理由により社外取締役の職務を適切に遂行できる
と判断いたしました。
（所有する当社の株式数）
０株
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

３

ひら
平

 

　
お
尾

 

　
よし
禎

 

　
たか
孝

(1953年11月３日)

1976年４月 日本商事株式会社入社
（現：アルフレッサファーマ株式会社）

2007年４月 同社東京事業所所長
2008年４月 同社執行役員
2009年６月 同社取締役常務執行役員
2016年５月 同社常勤顧問
2017年４月 同社非常勤顧問
2017年７月 当社社外取締役
2017年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況）
－

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
平尾禎孝氏は、医薬品ビジネスに関する企業経営に関して豊かな経験と高い見識を
有しており、その経験・見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場から、当
社グループの経営全般に関して助言や監督いただくことを期待し、社外取締役候補
者といたしました。
（所有する当社の株式数）
０株
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

４

新　任

たか
髙

 

　
はし
橋

 

　
 

　
きよし
清

(1950年10月24日)

　

1973年４月 武田薬品工業株式会社入社
2006年７月 同社北関東甲信越支店長
2008年７月 同社東京支店長
2010年10月 薬樹株式会社入社

同社顧問
2013年９月 同社取締役営業担当
2015年９月 同社常務取締役営業担当
2017年９月 ファーマリンク株式会社取締役
2019年６月 薬樹株式会社顧問
（重要な兼職の状況）
－

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
髙橋清氏は、医薬品ビジネスに関する企業経営に関して豊かな経験と高い見識を有
しており、その経験・見識を活かし、経営陣から独立した客観的な立場から、当社
グループの経営全般に関して助言や監督いただくことを期待し、社外取締役候補者
といたしました。
（所有する当社の株式数）
０株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
２．矢野千秋氏、平尾禎孝氏及び髙橋清氏は、社外取締役候補者であります。
３．矢野千秋氏及び平尾禎孝氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、

在籍期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
４．当社は、保険会社との間で当社及びグループ各社の取締役・監査役・管理職を被保険者と

する会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の
業務に起因して、株主・会社・その他第三者から損害賠償請求がなされた場合の当該損害
賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。定延紳朗氏、矢
野千秋氏及び平尾禎孝氏の再任が承認された場合、各氏は引き続き当該保険契約の被保険
者となり、髙橋清氏の選任が承認された場合、髙橋清氏は当該保険契約の被保険者に含ま
れることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

５．当社は、矢野千秋氏及び平尾禎孝氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とす
る予定であります。また髙橋清氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役
員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予
定であります。
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氏名 性別
特に期待する分野

企業
経営

営業
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

財務
会計

法務
業界の
知見

ｻｽﾃﾅ
ﾋﾞﾘﾃｨ

首藤　利幸
（社内取締役）

男性 ● ● ●

小山　登志憲
（社内取締役）

男性 ● ● ●

大塚　里津子
（社内取締役）

女性 ● ● ●

廣野　敏博
（社内取締役）

男性 ● ●

小松　美代子
（社内取締役）

女性 ● ●
田中　輝幸

（社内取締役）
男性 ● ● ●

定延　紳朗
（社内取締役）

男性 ● ●

矢野　千秋
（社外取締役）

男性 ●

平尾　禎孝
（社外取締役）

男性 ● ● ● ●

伊藤　大義
（社外取締役）

男性 ●

髙橋　清
（社外取締役）

男性 ● ● ●

■ご参考　取締役に特に期待する分野（スキルマトリックス）

本総会の第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合における、本
総会後の取締役に特に期待する分野は以下のとおりとなります。

以　上
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会場

　

ホテルニューグランド　本館２階　「レインボーボールルーム」
神奈川県横浜市中区山下町10番地

交通

　

電 車 みなとみらい線「元町・中華街駅」１番出口より徒歩１分
(地下ホームより１番出口まで７分ほどかかります。)

　

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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